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Ⅴ 女性活躍・男女共同参画の取組の一層の加速化

いつでも・どこにいても、誰もが自分らしく生きがいを持って生きられる社会の実現を目指す。多様な地域で多様な幸せを実現させ、活力ある日本を目指す。

Ⅰ 女性に選ばれ、女性が活躍できる地域づくり

Ⅱ 全ての人が希望に応じて働くことができる環境づくり

Ⅲ あらゆる分野の意思決定層における女性の参画拡大

Ⅳ 個人の尊厳が守られ、安心・安全が確保される社会の実現

女性が地方での生活を選択しない傾向が強まる中、固定的な性別役割分担意識の解消等を図り、女性を含めた誰もが安心して住み続けられる地方を構築することは待ったなしの課題。
⇒全国各地における女性の起業支援、地域における魅力的な職場・学びの場づくり、地域における人材確保・育成及び体制づくり、地域における安心・安全の確保に取り組む。

各地の女性が、いかなるライフステージにあっても仕事を得て、自分らしく生きていくための礎として、女性への家事・育児・介護の負担の偏りを是正し、所得向上・経済的自立を図ることが必要。
⇒女性の所得向上・経済的自立に向けた取組の強化、仕事と育児・介護の両立の支援、仕事と健康課題の両立の支援、職場等におけるハラスメントの防止に取り組む。

女性の活躍は、多様性（ダイバーシティ）が尊重される社会を実現するとともに、我が国の経済社会にイノベーションをもたらし持続的な発展を確保する上でも不可欠な要素であり、あらゆる分
野において一層の推進が必要。 ⇒企業における女性活躍、政治・行政分野における男女共同参画、科学技術・学術分野や国際的な分野における女性活躍の推進に取り組む。

どこに住んでいても、個人の尊厳が守られ、安心・安全が確保されることは、男女を問わず、人々が各地域で暮らしていくための基盤。
⇒配偶者等への暴力や性犯罪・性暴力への対策の強化、困難な問題を抱える女性への支援、男女共同参画の視点に立った防災・復興の推進、生涯にわたる健康への支援等に取り組む。

Ⅰ 女性に選ばれ、女性が活躍できる地域づくり
（１）全国各地における女性の起業支援
○女性がアクセスしやすい全国各地の男女共同参画センター等をサポートの拠点とし
て、地域の実情を踏まえた取組（セミナー等の継続的な開催を通じたロールモデル
との出会い・仲間とのネットワーク形成の促進、起業ステージの進捗に応じた更なる
ステップアップの機会の提供、地域の意識変革に向けた啓発等）を進め、女性の
起業の裾野拡大等を図る。
⇒・地域女性活躍推進交付金等による財政支援、各地の好事例の収集・横展開、

      男女共同参画センター等と関係機関との連携体制の構築支援、全国的な外
      部専門人材のデータベースの整備、男女共同参画センター等を含む各地の関
      係機関とマッチングによる人材派遣の仕組みの構築、啓発素材の作成・提供等
      を行う。
○女性起業家の更なる活躍を後押しするとともに、女性起業家に対するハラスメント
の防止に取り組む。
⇒・ロールモデルとなる女性起業家の創出・育成支援、女性起業家支援ネットワー

      クの構築、女性起業家による資金調達への支援、地域密着型事業の立ち上げ
      支援、アントレプレナーシップ教育の推進等に取り組む。

・フリーランスの就業環境の整備や、女性起業家に対するハラスメント防止に向け
 た、ベンチャーキャピタル等の支援機関に対する研修の実施、コンプライアンス管
 理の体制確保、相談支援に取り組む。

※新規・拡充施策を中心に記載

一方の性の視点のみに立脚するのではなく、男女別の影響やニーズを考慮することは、真に男女がともに利益を享受できる施策、製品・サービス等を生むことにつながり、社会における生きづらさを
なくしていくことにもつながる。 ⇒男女共同参画の視点に立った政府計画の策定等の推進、ジェンダー統計の充実、あらゆる分野における政策・方針決定過程への女性の参画に取り組む。

（参考）地域で輝く女性起業家サロン

女性活躍・男女共同参画担当大臣が、地域で活躍する女性起業家等と、今求められている支援策等についてフランクに論じ合う
「地域で輝く女性起業家サロン」を日本各地で開催してきた。また、地方訪問時には、地域にお住いの一般の女性の皆さんとの意見
交換会も併せて実施した。
意見交換においては、根強い性別役割分担意識等の存在や、女性起業家の身近なロールモデル、起業に取り組む仲間やメン
ター等のネットワーク、女性の起業を伴走型で精神面・ノウハウ面にわたりサポートをする人材の不在等が指摘された。

【開催実績】
令和７年
○１月18日 第１回サロン
滋賀県立男女共同参画センター「G-Netしが」
（滋賀県近江八幡市）

○１月23日 第２回サロン 三原大臣室
○２月４日 サロン参加者と石破内閣総理大臣との面会
○２月15日 第３回サロン
男女共同参画センター横浜「フォーラム」（神奈川県横浜市）

○３月22日 第４回サロン
福島市クリエイティブビジネスサロン（福島県福島市）

○４月24日 第５回サロン 三原大臣室
○５月10日 第６回サロン
福岡県男女共同参画センター「あすばる」（福岡県春日市）
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（令和７年６月10日
すべての女性が輝く社会づくり本部・
男女共同参画推進本部決定）
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